
革新的な新製品、新技術、自動化技術、付加価値製品などの開発費用
の一部を補助します。
特に、自社技術を用いた新事業展開、地域資源を用いた付加価値製品
の開発、地域内企業の連携による革新的技術の開発等を優先します。

補助対象
事業

補助対象
経費

補助率
補助額

申請期間

旅費、原材料費、機械装置費、工具・器具費、先行技術調査
費、共同研究費、技術指導受入費、外注費、人件費（設計・
ITみ）、その他経費

補助対象経費の ２／３以内 上限 ３００万円
※１企業に対して同一年度１事業のみ
※同一事業については３回（３年度）まで
※補助金額は、千円未満を切り捨てます。

令和７年５月３１日まで

(1)～(3)のための試作、共同研究、実証実験、試験結果の分析
及び製品改良
 (1)自社の革新的技術を用いた新規性の高い新製品・新技術の

開発

 (2)地域資源または地域企業の技術を用いて付加価値を高める
     若しくは、革新的な新製品・新技術の開発

 (3)自動化または省力化に資する新製品・新技術の開発
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